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第 ８ 回 熊本県議会 議会運営委員会会議記録 

 

令和６年９月10日(火曜日) 

            午前10時５分開議 

            午前10時12分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

１ 決算特別委員の選任について 

２ 知事提出議案(第１号～第61号)につい

て 

３ 開会日(９月11日)の議事次第及び質問

予定者について 

４ その他 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(11人) 

        副委員長 緒 方 勇 二 

委  員 前 川   收 

        委  員 藤 川 隆 夫 

委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 溝 口 幸 治 

委  員 坂 田 孝 志 

委  員 西   聖 一 

委  員 渕 上 陽 一 

欠 席 委 員(１人) 

委 員 長 内 野 幸 喜 

議   長        山 口   裕 

委員外議員(１人) 

   副 議 長 髙 木 健 次 

――――――――――――――― 

執行部出席者 

総務部長 小金丸   健 

   総務部政策審議監  坂 野 定 則 

財政課長 元 田 啓 介 

審議員兼財政課課長補佐 塚 本   健 

審議員兼財政課課長補佐  林 田 昭 広 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

          議会事務局長 波 村 多 門 

     議会事務局次長 

兼総務課長 本 田 敦 美 

   議事課長 富 田 博 英 

   政務調査課長 板 橋 徳 明 

審議員兼総務課課長補佐 濱 田 浩 史 

議事課課長補佐 岡 部 康 夫 

政務調査課課長補佐 小 﨑 博 文 

総務課課長補佐  岩 下 洋 之 

議事課主幹 荒 木   洋 

議事課主幹 須 田 恵美子 

   議事課主幹 太 田 弘 巳 

――――――――――――――― 

  午前10時５分 

○緒方勇二副委員長 皆さん、おはようござ

います。開会に先立ちまして、本日は、内野

委員長が御欠席でございますので、熊本県議

会委員会条例第８条第１項の規定により、私

が委員長の職務を代行させていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――― 

  午前10時５分開議 

○緒方勇二副委員長 ただいまから第８回議

会運営委員会を開会いたします。 

初めに、議題１、決算特別委員の選任につ

いてお諮りいたします。 

前回の議会運営委員会で各会派等に選出を

お願いしておりましたが、資料１のとおり名

簿の提出がありました。 

つきましては、決算特別委員の選任をこの

とおりとし、明日、11日の開会日に、本会議

でお諮りすることとしてよろしいでしょう

か。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二副委員長 御異議なしと認め、そ

のようにさせていただきます。 

 次に、議題２、知事提出議案について、総

務部長から説明をお願いします。 



第８回 熊本県議会 議会運営委員会会議記録(令和６年９月10日) 

 - 2 - 

 

〇小金丸総務部長 総務部の小金丸です。 

資料２の目録に沿って、本定例会に提出い

たします議案等について、概要を御説明いた

します。 

第１号から第４号までは、令和６年度の一

般会計、特別会計及び公営企業会計の補正予

算でございます。 

一般会計については、48億5,500万円の増

額補正となり、補正後の予算額は、8,610億

300万円となります。 

第５号から第９号までは、条例関係でござ

います。 

主なものとして、第５号は、観光と文化芸

術の振興を一体的かつ戦略的に推進するた

め、観光戦略部を観光文化部に改編すること

等に伴う関係規定を整備するものでございま

す。 

第８号は、控除対象法人から指定の取消し

の申出があったことに伴い、当該条例を廃止

するものでございます。 

第10号は、財産関係で、旧西原公共育成牧

場の建物等の無償貸付期間を延長するもので

ございます。 

第11号から第19号までは、今年度の公共事

業に係る市町村負担金の決定でございます。 

第20号からは工事関係でございます。 

第20号は、漁業取締船の代船建造、第22号

は、一般県道新山原水線の橋梁上部工につい

て、新たに契約を締結するものでございま

す。 

第21号は、工事現場の状況の変化等に伴

い、契約額を増額するものでございます。 

２ページをお願いします。 

第23号は、玉名高校の長寿命化改修工事に

ついて、新たに契約を締結するものでござい

ます。 

次に、その他の議案でございます。 

第24号から第40号は、専決処分の報告及び

承認で、道路管理瑕疵に係る和解及び賠償額

の決定でございます。 

第41号から３ページの第61号までは、令和

５年度の決算の認定等をお願いするものでご

ざいます。 

最後に、報告事項です。 

報告第１号から第４号までは、職員による

交通事故に係る専決処分の報告でございま

す。 

報告第５号から５ページの報告第40号まで

は、県出資団体の経営状況の報告などでござ

います。 

以上、本定例会には、議決案件61件と報告

事項40件を提出いたします。 

なお、今会期中には、人事案件についても

追加提案させていただく予定でございます。

あわせて、よろしくお願い申し上げます。 

 

〇緒方勇二副委員長 ただいま説明が終わり

ました。ただいまの説明について質問はござ

いませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇緒方勇二副委員長 それでは、知事提出議

案については、ただいまの説明のとおりとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇緒方勇二副委員長 御異議なしと認め、そ

のようにさせていただきます。 

次に、議題３、開会日の議事次第及び質問

予定者についてお諮りいたします。 

それでは、議会事務局長から説明をお願い

いたします。 

 

○波村議会事務局長 それでは、次第の議題

３を御覧ください。 

 開会宣告、開議の後、去る６月定例会にお

いて任命同意となりました宮尾公安委員会委

員、さきの人事異動で就任されました上田商

工労働部長の就任挨拶がございます。 

 次に、会議録署名議員の指名がございま

す。 
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 今回は、末松議員、髙島議員、増永議員の

予定でございます。 

次に、９月11日から10月４日までの24日間

の会期決定の件が諮られます。 

次に、議案第１号から第61号までの知事提

出議案の上程及び知事の提案理由説明がござ

います。 

次に、決算認定等関係の議案第41号から第

61号までに対する質疑がございます。 

 なお、質疑があります場合は、本日正午ま

でに通告書を議会事務局まで提出していただ

きますようお願いいたします。 

次に、決算特別委員会設置の件、議案第41

号から第61号までの各会計決算の認定等審査

の付託の件をお諮りした後、委員の選任がご

ざいます。 

その後、休会の件をお諮りして、日程通

告、散会となります。 

以上が明日開会日、９月11日の議事次第

(案)でございます。 

続きまして、今回の質問予定者について御

説明申し上げます。 

資料３を御覧ください。 

９月19日は、自由民主党坂田議員、立憲民

主連合岩田議員、公明党前田憲秀議員、20日

は、新社会党岩中議員、無所属亀田議員、自

由民主党城戸議員、24日は、自由民主党松村

議員、立憲民主連合鎌田議員、自由民主党堤

議員、25日は、自由民主党吉田議員、自由民

主党緒方議員、自由民主党竹﨑議員という順

でございます。 

 以上でございます。 

 

〇緒方勇二副委員長 ただいまの説明につい

て質問はございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇緒方勇二副委員長 それでは、開会日の議

事次第及び質問予定者については、ただいま

の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇緒方勇二副委員長 御異議なしと認め、そ

のようにさせていただきます。 

次に、議題４、その他に入りますが、委

員の皆様から何かございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二副委員長 ないようですので、こ

れで質疑を終了いたします。 

次回の委員会は、一般質問最終日の９月25

日水曜日に開催いたします。 

時間は、午前９時30分からでよろしいでし

ょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二副委員長 それでは、そのように

させていただきます。 

 これをもちまして、第８回議会運営委員会

を閉会いたします。 

  午前10時12分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  議会運営委員会副委員長 

 


